
近畿地方整備局 配布日時 平成３０年 ９月 ４日
京都国道事務所 ２１時１０分

資 料 配 布

件 名 国道９号の通行規制について（第２報）
～通行止め規制区間の縮小～

概 要 ○台風２１号の影響により、国道９号で通行止め規制を実施しており
ましたが、９月４日（火）２１時３０分目処に規制区間の縮小を行いま
す。

○復旧作業・安全確認を実施中の区間は、引き続き通行止めを継続し
ます。

○今後の気象情報、最新の道路情報にご注意ください。

■国道９号通行規制
○規制内容：通行止め
○規制区間：現在の規制区間

【京都市西京区大枝沓掛町
～京都府亀岡市篠町王子】

縮小後の規制区間
【京都市西京区大枝沓掛町

～京都府亀岡市篠町王子(老ノ坂峠バス停付近)】
※亀岡市篠町王子地先の一部について規制を縮小

○短縮延長：延長約４．７ｋｍを、延長約２．６ｋｍに縮小
○規制開始：９月４日（火）１５時１５分
○規制区間短縮：９月４日（火）２１時３０分目処

引き続き、ご協力お願いいたします。

取 り 扱 い ―

配 布 場 所
京都府政記者室

国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所
問 合 せ 先

副所長 松田 直記
まつ だ なお き

保全対策官 今 城 由貴
いまじよう よしたか

電話（０７５）３５１－３３００（代表）
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国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所

〈亀岡市〉
〈西京区〉

国道９号｢ 通行止め区間 ｣ L=約２．６km
〈京都市大枝沓掛～亀岡市篠町王子（老ノ坂峠バス停付近）〉

※規制区間を縮めます
２．１ｋｍ縮小


